
 

 

 

 

 

 

■「国土交通省重点政策2016（i-Constructionの推進）」について 

現在我が国は、東日本大震災や熊本地震からの復旧・復興、防災・減災対策の推進や社会資本の老朽化へ

の対応、さらには我が国の主権と領土・領海の堅守等、国民の安全・安心の確保に係る様々な課題に直面して

います。こうした課題に的確に対応していくため、国土交通省としては重点的に取り組もうとしている施策全体を

俯瞰し、今後の施策の方向性を体系的に示すものとして、「国土交通省重点政策」を毎年策定して公表していま

す。 

平成28年8月に策定された「国土交通省重点政策2016」では以下の３点を基本的な考え方として各課題に対

して対応し、将来世代にわたる国民の豊かな暮らしの実現を目指すこととしています。 

（１）中長期的な見直しをもって、計画的に国土交通行政を推進すること 

（２）とりわけ社会資本整備については、その本来の役割であるストック効果を 大限発揮できるよう取り組むこ

と 

（３）人口減少時代にあっても、働き手の減少を補う生産性の向上等によって、持続的な経済成長へとつなげ

ていくこと 

「国土交通省重点政策2016」で策定されている中で、i-Constructionの推進における施策についてご紹介し

ます。 
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写真-1 動物侵入箇所（侵入経路） 

写真-2 動物侵入箇所（道路切盛り境） 

□供用道路での動物侵入防止対策の策定について 

～供用道路への動物侵入による衝突事故の防止対策事例～ 

1.概  要 

新たに道路が建設された場合、その周辺に生息している各種動物の生態系が変化し、生息域が道路により分断さ

れた場合にはロードキル（自動車による轢死）が発生し、状況によっては重大事故を引き起こす要因ともなります。 

対象となった道路は供用開始から６年が経過していますが、一般的な道路への立入防止柵は設けられているもの

の、区間全体としての動物侵入防止は未対策でありました。この区間は環境影響評価書に基づき事後調査報告書提

出が義務付けられていたため、今回騒音測定、振動測定、水生生物、陸上植物および陸上動物の環境調査を実施

し、その結果を踏まえて対象道路への動物の侵入防止を目的に追加対策を行なったのでご紹介します。 

2.対策検討上での問題点 

対象区間全体で現地調査を行ったところ、既存立入防止柵の内外及び河川内で動物の痕跡が確認され、動物侵

入の要因として以下が想定されました。 

・植栽が施された道路のり面では、のり面自体が動物としては良い餌場や遊び場となっている。 

・立入防止柵の一部で柵の下側が掘り起こされていることから、一般的な防止柵では対応が不十分である。 

・道路の管理用道路が動物の移動経路として利用されている。 

しかし、現地での痕跡からは動物の種類及び侵入経路が確定できなかったことより、確実な対策を施すための調査

を実施することが必要となりました。 

3.問題に対する追加調査及び対応 

動物の種類及び侵入経路を確認するため、追加調査として現地調査等で動物の痕跡が確認された箇所で、夜間

の動物移動を観察するための定点ビデオカメラを設置しました。その結果、対象動物がイノシシであることが確認され、

侵入経路としては道路の切盛り境付近に設置されている遮音壁端部位置の隙間部であることが判明しました。 

（写真-1、写真-2 参照） 

この箇所は、盛土のり面勾配 1：1.8、切土のり面勾配 1：0.3 の切盛り

境であり、高さ 6ｍで設置されている遮音壁が盛土端部まで設けられて

いる箇所でした。 

以上の追加調査結果を受け、一般的な動物侵入防止柵では中小動

物の侵入防止を図ることが困難であることから、大型動物の侵入防止

の効果が期待できる丈夫な柵とその下の掘り起し防止を目的としたコン

クリートシールを盛土のり面沿いに施しました。また、中小動物につい

ては、切土のり面からの侵入も考えられたことから、その位置から道路へ 

の侵入防止を目的として、ガードレールの裏側（ビームと地盤の隙間）

に繊維補強ネットを設置することとしました。 

4.現時点での業務の評価と今後の課題 

交通事故の原因はさまざまでありますが、今回採用した対策工は、

本箇所における事故防止に有効な対策であると考えます。動物の行動

経路等の予測は困難でありますが、道路内へ侵入させないことが第一

であり、本来あった獣道の代替えとして道路横断が可能な専用函渠工

等構造物を建設段階から考慮して設ける方策も侵入動物を起因とする 

事故を防止する上で有効な対策であると考えます。 
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